
京都市告示第   号 

 地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号）による改正前の第１

５８条第１項の規定に基づき、次の者を京都市公金収納受託者として、公の施設に係る公金

の徴収事務を委託します。 

  令和７年４月１日 

京都市長  松 井 孝 治 

京都市公金収納受託者 委託する徴収事務の内容 委託する期間 

株式会社ワン・ワールド 
京都市青少年科学センターの入場

料、プラネタリウム観覧料等の徴収 

令和７年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

（青少年科学センター） 
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